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事故等の発生に係る報告について（依頼） 

 

日頃より、本市の障がい福祉施策の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

さて、昨今、本市において、障がい福祉サービス等提供時に利用者が怪我をす

る等の事故が多数発生しています。各事業所においては、事故の未然の防止に努

めるとともに、事故発生対応マニュアルを作成するなどして安全及び危機管理

の徹底をしていただきますようお願いいたします。 

また、利用者に事故等が発生した場合の対応については、本市条例等で、市町

及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らないとされています。つきましては、事故等が発生した際には、下記の事項に

従って速やかに報告するようお願いいたします。 

 

記 

１ 報告対象事業所等 

  福井市内に所在する事業所等 

  ※市外の事業所等に関しては県にお問い合わせください。 

 

２ 報告すべき事故等 

（１）サービス提供時（送迎を含む）の利用者の怪我 

「怪我」については、医療機関を受診し、投薬、処置等何らかの治療

が必要となった場合とする。 

（２）死亡又は自殺未遂 

「死亡」とは、事故死亡を指し、病気死亡は報告対象外とする。 

（３）利用者の無断外出による行方不明 

警察に行方不明者届をした場合を対象とする。 

（４）食中毒又は感染症の発生 

保健所に報告が必要な次の場合を対象とする。 

・ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる

死亡者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

・ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 

名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

・ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に事業者等

の長が報告を必要と認めた場合 

（５）職員の法令違反、不祥事等の発生 

業務上横領、個人情報の紛失、送迎時の交通事故など 

 



（６）警察が関与する事案や事件 

利用者による窃盗で警察が関与する場合など 

（７）その他事業者等の長が必要と認めたもの 

 

３ 報告の手順 

（１）第一報 

初期対応後、まずは速やかに家族等へ連絡するほか、警察署や保健所等へ

法令に基づいた通報を行ってください。その後、原則として事故発生から２

４時間以内に本市及び利用者の支給決定市町に電話でご報告ください。 

ただし、事故発生が休日又は夜間の場合は、緊急時を除いて平日の日中に

報告するよう御協力ください。 

 

（２）事故等の対応報告 

事故への一定の対応が終了した後、速やかに再発防止への取組等を検討の

うえ、事故報告書（中間報）を本市へご提出ください。 

 

（３）事故等終結後の報告 

事故等の対応が終結した時点で改めて事故報告書（確定報）を本市へご提

出ください。 

※ （２）の時点で対応が終結している場合は改めて提出する必要はありま

せん。 

 

４ 留意事項 

・事故報告書の参考様式を添付します。別添のWord様式を御参照くださ

い。 

・１案件で複数の利用者が負傷等した場合は、利用者１名につき１枚作成

してください。 

・記載欄が不足する場合は任意の用紙を足してください。 

・参考様式の項目が記載されていれば任意の様式でも結構です。 
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